
農地中間管理事業の推進に関する法律
農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を

改正する等の法律の概要

○ 担い手が利用する農地面積を全農地の８割（現状５割）に拡大。
○ 新規就農し定着する農業者を倍増し、40代以下の農業従事者を40万人（現状20万
人）に拡大 

○ 法人経営体を５万法人（現状12,500法人）に拡大

法案の概要 

① 地域内の分散し錯綜した農地利用を整理し担い手ごとに集約化する
必要がある場合や、耕作放棄地等について、農地中間管理機構が借
り受け 

② 農地中間管理機構は、必要な場合には、基盤整備等の条件整備を
行い、担い手（法人経営・大規模家族経営・集落営農・企業）がまとま
りのある形で農地を利用できるよう配慮して、貸付け 

③ 農地中間管理機構は、当該農地について農地としての管理
④ 農地中間管理機構は、その業務の一部を市町村等に委託し、農地

中間管理機構を中心とする関係者の総力で農地集積・耕作放棄地解
消を推進 
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農地中間管理機構（都道府県に１つ）

１．農地中間管理事業の推進に関する法律

（１） 農業経営基盤強化促進法の一部改正
 就農支援資金を都道府県資金から日本政策金融公庫資金への変更等の見直し

（２） 農地法の一部改正
① 遊休農地対策の強化

 ⅰ 遊休農地予備軍も対象とする。
 ⅱ 農地中間管理機構に貸し付ける意思等の調査から手続を開始し、裁定（利用権設定）
  に至る手続を簡素化。
 ⅲ 所有者不明等の際の公告手続の改善

② 農地台帳等の法定化

（３） 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部改正
 農業法人投資育成事業の実施主体について、現行の株式会社のほか、投資事業有限

   責任組合を加える等の見直し
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10年後に目指す姿（日本再興戦略（平成25年6月14日閣議決定）） 

２．農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を
改正する等の法律

（資料３－１）
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Ⅰ 農地中間管理事業の推進に関する法律

１ 目的
農地中間管理機構の指定その他これを推進するための措置等を定めることによ

り、農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、農業への新
たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農用地の利用の効率化及び
高度化の促進を図り、もって農業の生産性の向上に資することを目的とする。

２ 農地中間管理事業の推進に関する基本方針
都道府県知事は、基本方針を定め、その中に、効率的かつ安定的な農業経営を

営む者が利用する農用地の面積に関する目標等を定める。

３ 農地中間管理事業
・ 農地の借受け、貸付け等
・ 農地の利用条件の改善
・ 農地の管理

４ 農地中間管理機構の指定等
・ 都道府県知事は、農地中間管理事業を公正に行うことができる一般社団法人
又は一般財団法人を、都道府県に一を限って指定する。
・ 農地中間管理機構の役員の選任及び解任は、都道府県知事の認可を受けなけ
れば効力を生じず、事業の実施状況が著しく不十分な場合等には都道府県知事
は解任すべきことを命じることができる。
・ 農地中間管理機構は、農用地を貸し付ける相手方の選定方法等を定めた農地
中間管理事業規程を定め、都道府県知事の認可を受け、公表する。

５ 農地の借受け・貸付け等
・ 農地中間管理機構は、定期的に、区域ごとに、農用地の借受けを希望する者
を募集し、応募した者及びその応募の内容を整理して公表し、その中から、農
地中間管理事業規程の定めるところにより、適切な貸付けの相手方を選定する。
・ 農地中間管理機構は、貸付けに当たって農用地利用配分計画を定めて都道府
県知事の認可を受け、その計画の公告により、農用地の利用権が設定される。
・ 農地中間管理機構は、利用することが著しく困難な農用地は借り入れず、相
当期間経過後も貸付けが見込まれないとき等は賃借契約を解除できる。
・ 農地中間管理機構は、都道府県知事の承認を受けて、業務の一部を他の者に
委託できる。

６ 農林水産大臣による評価等
農林水産大臣は、事業の実施状況を全国的な見地から評価し、効率的・効果的

な取組に関する情報を公表する。

７ その他
（１）施行期日は、公布日から６月以内の政令で定める日
（２）その他所要の規定の整備を行う。
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Ⅱ 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部
を改正する等の法律

１ 農業経営基盤強化促進法の一部改正
（１）農地中間管理機構の事業の特例

都道府県知事が事業規程を承認したときは、農地中間管理機構は、農地の売
買の事業等を行うことができる。

（２）青年等の就農促進
都道府県が融資していた青年等就農資金（無利子資金）を日本政策金融公庫

から融資することなど、青年等の就農促進策を強化する。

（３）法人化等の推進
国及び地方公共団体は、農業経営の法人化、集落営農の組織化、農業法人に

対する投資の円滑化に努める。

２ 農地法の一部改正
（１）遊休農地対策の強化

・ 農業委員会は、遊休農地があるとき又は耕作の業務に従事する者が不在と
なったとき等は、農地の所有者等に対し、意向調査を行い、農地中間管理機
構への貸付けを促すとともに、都道府県知事の裁定による利用権設定までの
プロセスを簡素化する。
・ 遊休農地の所有者等が不明の場合の公告制度を改善する。

（２）農地台帳等の法定化
農地台帳及び地図の作成・公表を農業委員会に義務づける。

３ 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部改正
農業法人投資育成事業に関する計画を作成し農林水産大臣の承認を受けること

ができる者として、投資事業有限責任組合を追加すること等の措置により、農業
法人に対する投資の円滑化を図る。

４ 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の廃止

５ その他
（１）施行期日は、公布日から９月以内の政令で定める日（３の改正については、

公布日から６月以内の政令で定める日）
（２）その他所要の規定の整備を行う。
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